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公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学規程第４号 

公立大学法人神戸市看護大学職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程

（2019年４月規程第56号） 

（改正前） （改正後） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は，公立大学法人神戸市

看護大学職員就業規則（平成31年４月規

程第44号。以下「職員就業規則」という。）

第36条及び公立大学法人神戸市看護大学

契約事務職員等就業規則（平成31年４月

規程第46号。以下「契約事務職員等就業

規則」という。）第29条の規定に基づき，

職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この規程は，公立大学法人神戸市

看護大学職員就業規則（平成31年４月規

程第44号。以下「職員就業規則」という。）

第36条，公立大学法人神戸市看護大学契

約事務職員等就業規則（平成31年４月規

程第46号。以下「契約事務職員等就業規

則」という。）第29条及び公立大学法人

神戸市看護大学パートタイム職員等就業

規則（平成31年４月規程第47号。以下「パ

ートタイム職員等就業規則」という。）

第28条の規定に基づき，職員の育児休業

等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（育児休業することができない職員） （育児休業することができない職員） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する職

員は，育児休業をすることができない。 

第４条 次の各号のいずれかに該当する職

員は，育児休業をすることができない。 

⑴  雇用期間を定めて雇用される職員

（次のいずれにも該当するものを除

く。） 

⑴  雇用期間を定めて雇用される職員

で，当該職員が養育する子が１歳６か

月に達する日までに，その雇用契約（雇

用契約が更新される場合にあっては，

更新後のもの）が満了することが明ら

かである者 

ア 公立大学法人神戸市看護大学（以

下「法人」という。）に引き続き雇

用された期間が１年以上である者 

ア 公立大学法人神戸市看護大学（以

下「法人」という。）に引き続き雇

用された期間が１年以上である者 

イ その養育する子（前条に規定する

子をいう。以下同じ。）が３歳に達

する日までに，その雇用契約（雇用

契約が更新される場合にあっては，

更新後のもの）が満了することが明

らかでない者 

イ その養育する子（前条に規定する

子をいう。以下同じ。）が３歳に達

する日までに，その雇用契約（雇用

契約が更新される場合にあっては，

更新後のもの）が満了することが明

らかでない者 

⑵ 略  

 （育児休業期間の終了）  

第８条 次の各号に掲げるいずれかの事情

が生じた場合には，育児休業期間は，前

項の規定にかかわらず，当該事情が生じ

た日（第４号に掲げる事情が生じた場合

にあっては，その前日）に終了する。 

 



（改正前） （改正後） 

 ⑴～⑷ 略  

 ⑸ 育児休業終了予定日とされた日まで

に，育児休業申出をした職員が，職員

就業規則第16条に規定する休職（以下

「休職」という。）をし，又は職員就

業規則第66条及び契約事務職員等就業

規則第53条及びパートタイム職員等就

業規則第50条の規定により停職（以下

「停職」という。）にされたとき。 

⑸ 育児休業終了予定日とされた日まで

に，育児休業申出をした職員が，職員

就業規則第16条に規定する休職（以下

「休職」という。）をし，又は職員就

業規則第66条，契約事務職員等就業規

則第53条及びパートタイム職員等就業

規則第50条の規定により停職（以下「停

職」という。）にされたとき。 

（育児休業の申出回数）  

第９条 育児休業申出は，当該子（多子を

含む。）につき１回限りとする。 

第９条 育児休業申出は，当該子（多子を

含む。）につき２回までとする。 

（出生時育児休業することができない職

員） 

（出生時育児休業することができない職

員） 

第12条の２ 有期雇用職員にあっては，そ

の養育する子の出生の日から起算して８

週間を経過する日の翌日から６月を経過

する日までに，その雇用契約が満了する

ことが明らかである者は，出生時育児休

業（育児休業のうち，子の出生の日から

起算して８週間を経過する日の翌日まで

の期間内に４週間以内の期間を定めてす

る休業をいう。以下同じ。）をすること

ができない。 

第12条の２ 有期雇用職員にあっては，そ

の養育する子の出生の日から起算して８

週間を経過する日の翌日から６月を経過

する日までに，その雇用契約が満了する

ことが明らかである者は，出生時育児休

業（育児休業のうち，子の出生の日から

起算して８週間を経過する日の翌日まで

の期間内に４週間以内の期間を定めてす

る休業をいう。以下同じ。）をすること

ができない。 

 （出生時育児休業の申出）  （出生時育児休業の申出） 

第12条の３ 職員は，その養育する子につ

いて，出生時育児休業をしようとすると

きは，出生時育児休業をしようとする期

間の初日及び末日を明らかにして，当該

出生時育児休業開始予定日の２週間前ま

でに，理事長に申し出なければならない。 

第12条の３ 職員は，その養育する子につ

いて，出生時育児休業をしようとすると

きは，出生時育児休業をしようとする期

間の初日及び末日を明らかにして，当該

出生時育児休業開始予定日の２週間前ま

でに，理事長に申し出なければならない。 

２ 理事長は，職員から出生時育児休業申

出があったときは，当該出生時育児休業

申出を承認するものとする。 

２ 理事長は，職員から出生時育児休業申

出があったときは，当該出生時育児休業

申出を承認するものとする。 

 （準用）  （準用） 

第12条の４ 第６条から第12条の規定は，

出生時育児休業について準用する。 

第12条の４ 第６条から第12条の規定は，

出生時育児休業について準用する。 

（育児休業期間中の給与等） （育児休業期間中の給与等） 

第14条 略  

２ 育児休業期間中の給与等に関し必要な

事項は，公立大学法人神戸市看護大学職

員の給与に関する規程（平成31年４月規

程第71号。以下「給与規程」という。）

及び公立大学法人神戸市看護大学非常勤

講師等の給与に関する規程（平成31年４

月規程第76号。以下「非常勤講師等給与

２ 育児休業期間中の給与等に関し必要な

事項は，公立大学法人神戸市看護大学職

員の給与に関する規程（平成31年４月規

程第71号。以下「給与規程」という。）

及び公立大学法人神戸市看護大学非常勤

講師等の給与に関する規程（平成31年４

月規程第76号。以下「非常勤講師等給与



（改正前） （改正後） 

規程」という。）の定めるところによる。 規程」という。）の定めるところによる。 

（育児短時間勤務職員の給与等） （育児短時間勤務職員の給与等） 

第19条 育児短時間勤務職員の給与に関し

必要な事項は，給与規程及び非常勤講師

等給与規程の定めるところによる。 

第19条 育児短時間勤務職員の給与に関し

必要な事項は，給与規程及び非常勤講師

等給与規程の定めるところによる。 

（育児部分休業職員の給与等） （育児部分休業職員の給与等） 

第23条 育児部分休業の職員の給与に関し

必要な事項は，給与規程及び非常勤講師

等給与規程の定めるところにより，減額

して給与を支給するものとする。 

第23条 育児部分休業の職員の給与に関し

必要な事項は，給与規程及び非常勤講師

等給与規程の定めるところにより，減額

して給与を支給するものとする。 

附 則  

この規程は，公布の日から施行し，2023 年４月１日から適用する。  


